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【一部改訂について】 

  新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、3 年余りが経ち新たな局面に入ってきていま

す。マスク着用についても、「個人の判断に委ねる」が、基本的な考えとなっています。       

今回ＪＦＡのガイドラインも大きな変更点が出ましたので、ガイドラインを一部変更致します。 

  なお、5 月 8 日より感染法上の分類が「5 類」に引き下げられます。今後大きな変更が考えられ

ますが、完全に収束したわけではありませんので、従来通り十分な予防が必要です。 

 

 変更点 

  すでに日常の活動に、ほぼ戻っていますので、下記については削除し、今後の対応について、 

一部修正し提示致します。 

  ・サッカー活動の再開にあたっての基本的な考え方 

  ・４種事業について 

  ・チーム・地域の活動について 

Ⅰ．はじめに 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大の予防措置として、サッカー活動を再開する

際のガイドラインを定めますので、自主的な感染防止のための取り組みを行って下さい。 

活動にあたっては、すべての関係者の安全を最優先とし、通常の日常生活が保てることを

条件とします。 

Ⅱ．サッカー活動にあたっての基本的な考え方 

 

   完全に新型コロナウイルス感染症が、消滅したわけではありません。より安全に活動する 

  ためには、基本的な点の変更は有りません。十分な対応をとって活動して下さい。 

① 健康管理の徹底 

    サッカー活動への参加にあたっては、体温測定、当日の健康状態等の把握を行い、 

    「健康観察チェックシート」への記入を行う。体調が悪いときは無理な参加は控える 

こと 

    ウイルスに対する抵抗力を高めるため、十分な睡眠と、食事による十分な栄養摂取を 

    行うこと 

  ② マスク着用について 

個人の判断に委ねるが、政府の方針に従うことを基本とする 

  ③ 三つの密（密閉・密集・密接）の回避の徹底 

    屋外での活動が主となるが、それぞれの局面での対応を徹底すること 

  ④ 手洗い等の励行 

    感染防止のための有効な手段と考えられるので、こまめな手洗い、うがい等を励行 

すること 

  ⑤ 環境衛生管理の徹底 

    各自の持ち物の管理、共有物、共有箇所の消毒等の徹底など、環境衛生管理を徹底 

すること 

  ⑥ チームの活動の管理 



 

Ⅲ．活動にあたって留意すること（※感染拡大防止対策） 

 １．健康管理の徹底 

（１）感染の予防 

 ア．個人防衛（マスク・身体的距離・会話の制限）の考え方 

   日常生活、チーム活動、大会運営、試合観戦などの場面において①～⑩を継続する 

① 基本的な予防行動 

② 感染予防の習慣化 

③ リスク行動を減らすこと 

    ④ マスクの着用については、以下のルールに則る 

    （各個人のマスクの着用は個人の判断に委ね、政府の方針に従うことを基本とする） 

      ・マスクなしの場合 ： 距離（２ｍ目安）をとるか、会話を制限 

      ・距離なしの場合（２ｍ未満目安） ： マスクをつけるか、会話を制限 

      ・会話ありの場合 ： マスクをつけるか、距離を制限 

      ・換気の悪い場所 ： 複数人数の利用時はマスクを着用 

     ※厚生労働省 HP を参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html 

⑤ 咳エチケットに十分配慮する 

⑥ 手洗い、手指消毒をこまめに行う 

⑦ ３密（密閉、密集、密接）を避ける 

⑧ タオル、飲料ボトルなどに共用はしない 

⑨ 健康観察チェックシートの記録・管理 

  個人の健康管理のため、健康観察チェックシートに記録する 

     ※健康観察チェックシートについては、学校指定・自治体指定等の書式がある場合は、 

      いずれかの書式に統一して対応することが出来る 

⑩ その他ＪＦＡ、主管ＦＡが示す注意事項を遵守する 

   イ．集団防衛（3 つの密の回避）の考え方（下記２による） 

 

 ２．「３つの密」の回避の徹底 

感染経路と感染要因（三密） 

感染経路である、飛沫感染と接触感染に十分注意し、感染要因である三密（密閉空間・

密集場所・密接会話）の状況を作らないように配慮すること 

 

  （１）換気の悪い密閉空間は避ける （換気の徹底） 

     体育館等での活動を行う場合は、こまめな換気に努める 

    車での移動時の換気、空間遮断による濃厚接触を回避すること 

  （２）多くの人が密集する場所を作らない。 （身体距離の確保） 

試合待ち時の選手密着の禁止 

  （３）近距離での会話や発生などの密接場面を作らない 

      

３．参加可能な健康状態について（練習・競技会共通） 

   練習及び競技会の参加については、下記内容に沿って対応のこと 

    競技会または試合開催2週間前から当日までの健康状態において、発症及び症状消失の

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html


状況が認められた場合、発症日から7日間が経過※し、かつ症状軽快（解熱剤を使用せ

ずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向）後24時間経過していれば、出場、参加が認められ

る。 

ただし無症状の場合は、5日目に抗原検査により陰性が確認されれば6日目から参加可

能とする。 

対象者への対応は以下のとおりとし、上記に該当しない場合は、各チーム代表者が対

応し、参加を自粛させ、最終的に主管FA 感染対策責任者が情報を把握する。 

選手、チーム役員 ‥当該チーム感染対策責任者 

運営スタッフ、メディア ‥ 主管FA 感染対策責任者 

※「発症日から7日間経過している」とは、発症日を0日として7日間のことを⾔います 

期間計算のイメージ図 

７日以降に症状軽快の場合 

０日 １日 ２日 … ７日 … X日 X日＋１日 

発症      症状軽快 最終日 

７日以前に症状軽快の場合 

０日 １日 ２日  … X日 … （※５日） … ７日 

発症     症状軽快  症状軽快  最終日 

※そもそも症状が無い場合、５日目に検査キットで陰性を確認した場合は５日目が最終日 

（上記については、令和４年９月７日厚生労働事務連絡、ＪＦＡ競技会・試合運営の手引

きによる。） 

 

 ４．手洗い等の徹底 

※手洗い・うがいによる対策 

1. 手洗い場所の確保 

2. 手洗い場所に、石鹸を用意すること（※ポンプ式が望ましい） 

3. 手洗いの徹底（試合後、食事前、トイレ後など） 

4. 手を拭くタオルやハンカチ等は共有しない 

5. 手洗い方法の掲示 （《別紙１》参照） 

6. 手洗いが難しい場合は、アルコール等の手指消毒剤を用意すること 

7. 手洗い時はうがいも励行のこと 

8. 帰宅後は、手や顔を洗い、うがいを行うこと。またできるだけすぐにシャワーを浴び

着替えを行うこと 

 

５．水分補給・食事（熱中症対策も含めて）（《別紙２》参照） 

   マスクの着用により、体内に熱がこもり易くなるので、十分な水分補給を心掛ける。 

   （※マスク着用の場合は特に注意のこと） 

   １．こまめな水分補給を行うこと 

   ２．飲水ボトルの共用は避けること 

   ３．飲食物を手にする前に、手洗い、手指消毒を行うよう声を掛けること 

   ４．練習・試合時に食事をとる時は、お互い一定距離をとること 

   ５．飲み切れないスポーツドリンク等は指定場所以外に捨てないこと 

 



 ６．衛生管理の徹底 

  ※消毒による対策とリネン管理の徹底 

  １．手指消毒液については、人の通行する主要な任意の位置に設置すること 

２．タオルなどのリネン類の共用は避けること 

３．ビブスは共用しないこと 

  

 ７．更衣室、休憩・待機場所 

    １．他の選手と密にならないよう、広さにはゆとりを持たせて場所を確保すること 

   ２．室内を使用する場合は、より蜜の状態を避けるよう配慮すること 

   ３．共用の使用物、複数の利用者が触れる場所については、こまめなに消毒をすること 

   ４．室内を使用する場合は、十分な換気を行うこと 

 

 ８．ゴミの廃棄 

   １．鼻水、唾液などが付いたゴミは、各自で準備したビニール袋に入れて密閉し、持ち帰

り処分すること 

   ２．ペットボトル等は各自で管理し、持ち帰り処分すること 

 

 ９．その他 

（１）練習時間の管理 

なるべく多くの集合を避け、練習については時間制の導入等で対応のこと 

（２）選手の体調管理 

     選手の健康状況を十分に把握し、余裕を持った練習計画を立てること 

  （３）練習時の留意点 

    ① 十分な距離の確保 

      運動・運動していないときも含め、感染予防の観点から、周囲の人となるべく距離

を開けること 

    ② その他 

      痰や唾を吐く行為は行わないこと 

       

Ⅳ．大会開催・運営関連 

１．大会時の確認事項 

 （１）参加者への連絡事項 

   ① 参加にあたって 

当日大会に関わる全ての関係者は、以下の事項に一つでも該当する場合は、参加し

ないこと（選手・指導者・役員・保護者は当日必ず検温のうえ参加のこと） 

      ・平熱を超える発熱 

      ・咳、のどの痛みなどの風邪症状 

      ・だるさ(倦怠感)、息苦しさ（呼吸困難） 

  ② 健康観察チェックシートの管理 

    チーム指導者は、選手・指導者の健康観察チェックシートを作成し、これを管理す

ること（提出は求めない） 

  ③ 大会開催にあたり、観戦者・保護者の帯同人数の制限等、感染予防対策をとって実

施する場合があるので、大会主催者の指示に従うこと 



  ④ 大会参加にあたっては、主催者の示す注意事項を遵守すること 

  

２．大会当日 

（１）大会本部（運営） 

 ・大会運営役員・審判については、検温を行ない参加のこと 

 ・参加チームは、ゴミ袋を持参しなければならない。 

・発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛ける 

 こと 

・熱中症対策についても、十分に考慮すること 

（《別紙２》「スポーツ活動再開時の新型コロナウイルス感染症対策と熱中症予防について」

参照） 

 （２）選手・チーム役員（待機場所） 

   ・会場内に待機場所を設ける場合は、十分な場所を確保し、お互いが密にならないように

すること 

   ・暑熱対策上、テント等の利用を心がけること   

   ・共有するテーブル・椅子等は消毒を行うこと 

（３）選手・チーム役員（試合時） 

・暑熱対策上、テント等を利用し、屋根なしで椅子を並べることは避けること 

・試合の際のベンチの設営については、ベンチ内のお互いの距離を十分にとるよう配慮 

 すること 

・ボトルの共有は行わない 

・タオル等、リネン類の共有は行わない 

・ベンチでのビブスの共有は行わない 

   ・飲水タイム・クーリングブレイクなど柔軟に設定し、水分補強の取りやすい環境を設定

すること 

  （４）ごみの処理 

   ・弁当容器・ペットボトル・空き缶等のごみは、すべてチームの責任で持ち帰ること 

（５）保護者・観戦者 

  競技会によっては、すべての管理をすることが難しいと思われるが、参加チームへの協

力依頼により、対応を行うこと（帯同保護者等の掌握）。特に、待機中の保護者について

は、密になる要素が非常に大きくなるので、十分な周知が必要となる。 

 ・競技会会場（特に公共施設等）により、施設指定の条件があるため、保護者・観戦者につ

いては、会場責任者の指示に従い対応のこと 

 ・選手の送迎は主として保護者対応となるが、競技会等への参加の場合、駐車台数等遵守

の上、近隣住民の迷惑にならないよう対応のこと（各会場の駐車場管理方法による） 

  送迎についても、感染症予防対策をとること 

・観戦にあったては、密にならないよう一定距離をとること 

  （６）喫煙について 

    健康増進法により、多くの施設において、施設内禁煙となっているが、敷地外（路上等） 

での喫煙のため、近隣住民から苦情が寄せられているケースがみられるので、厳重に注 

意のこと 

  （７）大会開催時準備する備品類 

   ・体温計（非接触型） 



   ・アルコール消毒薬（手指用・共有箇所用） 

   ・液体石鹸（手洗い用・共有箇所用） 

・ゴミ袋（チーム対応） 
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・「スポーツイベント開催・実施時の感染防止策チェックリスト」 
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《別紙１》 

 

   
  



《別紙２》公益財団法人日本スポーツ協会  

「スポーツ活動再開時のコロナウイルス感染症対策と熱中症予防について」 

 

 
 

 



 

【健康観察チェックシート（チーム活動用）】 

 
 

 

 



 

【健康チェックシート（個人管理用）】 

 

 
 

 

 


